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研究成果の概要（和文）：  親の別居・離婚に際して子の利益を守るためには、離婚の協議あるいは家事調停に
入る前に、離婚が子に与える影響を親が適切に認識し、親が子に離婚と離婚後の生活について子に話すことが不
可欠である。親がこうしたガイダンスを受ける機会を提供すること、協議あるいは調停で合意した内容、特に面
会交流について専門的な第三者機関が支援すること、韓国、台湾のように、家庭裁判所と諸機関、専門家とのネ
ットワーク構築が必要である。

研究成果の概要（英文）：  In order to protect children's interest at separation or divorce of 
parents, it is indispensable to understand influences of children suffered from parent's divorce and
 to talk their own children about divorce or life after divorce by parents before family mediation. 
It is necessary to offer a chance of these parent's guidance, to performing their agreement,
especially access of parent and children by the spacial group, to construct networks between family 
court and special groups or specialists as Korea and Taiwan.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 子の監護問題を含む父母間の紛争は、高葛
藤の傾向が顕著であるが、紛争に巻き込まれ
た子の利益保護の視点からは、両親の合意に
よる解決が安定的で最良と言われる。ヨーロ
ッパにおいて、このような事後の当事者間の
良好な関係を築くことができる解決手法と
して、メディエーション制度の開発と整備が
進んでいる。裁判手続に関しても、特にドイ
ツではコッヘム・モデルにより裁判手続自体
の中で合意による紛争解決という手法が開
発され、未成年の子の監護紛争の解決制度と
して定着してきている。韓国のように協議離
婚を認めている国でも、離婚意思確認手続の
前に、家事調査官による親教育（子女養育案
内）などにより面会交流、養育費の分担につ
いて適正な合意形成を導く制度化が行われ
ている。国際的に子の保護という視点の重視
から解決モデルの多様化が進んでいる。 
 日本の場合、従来の協議離婚、調停離婚、
裁判離婚という制度形式による分類が一般
的で、紛争の実体に適合した紛争解決制度、
子の利益を重視した合意による解決支援と
いう機能的な視点からの検証が充分ではな
い。特に家裁の家事調停が大きな役割を果た
しているが、適切な紛争解決という機能面で
の国際比較からは、家事調停への一極集中が
過度であり、機能的な検証をなすべき段階に
ある。例えば、ハーグ子の奪取条約の実施に
伴う国際的な子の引渡紛争、面会交流紛争の
合意による任意的解決に家裁の家事調停は
現状では適合できていない。 
 

２．研究の目的 

子の監護問題（親権・監護権の帰属と行使、
面会交流、養育費分担など）を含む家事紛争
は、両親間の紛争に巻き込まれる子の利益を
保護する視点からは、子との面会交流の実施
や、子の養育環境の安定のために両親間の合
意による解決が望ましい。日本では実際には
家裁の家事調停にほぼ一元化されているが、
協議離婚が離婚の約 87％であり、協議離婚に
おいても子の養育環境を安定化させる合意
形成が不可欠であり、両親間の葛藤の程度に
応じた合意解決の手法の整備が求められる。
同時に、家族法が合意による自由な家族関係
形成の幅を制約している部分について、紛争
解決制度の整備と併行して検討する。家事事
件当事者の合意による解決を促進するため
に、子の意思の尊重と当事者支援の視点から
家事調停・メディエーション機能を検証する。 

 

３．研究の方法 
合意による家事紛争解決の制度化は国に

より異なっている。日本に応用可能な制度を
制度の国際比較の中から築いていくため、米
国、オーストラリア、韓国、台湾、ドイツ・
オーストリアなどの国における多元的な家
事紛争解決制度について調査を行う。 

調査方法として当該国に出張し、訪問調査
する方法と、当該外国の研究者若しくは実務
家を招聘し報告をしてもらう方法とを併用
したい。臨床心理学の研究者及び実務家の他、
家族法実務に関して、家族法弁護士、弁護士
会の国際家事メディエーション機関の関係
者、FPIC など面会交流支援団体の関係者を
連携協力者に迎えて、各分野と協力して共同
研究会、訪問調査などの方法を併用する。 
期間中に期すべき成果を単位として研究

組織(チーム)を編成する。各チーム毎に年度
毎に研究調査の計画に従い、調査研究を実施
する。各チームの研究計画を全体的に構成し、
企画する統括チームを編成し、研究進行の全
体的なバランスを図る。 
チーム編成は、(1)家事調停・当事者支援

検討班、(2)家族法制度検討班、(3)国際的家
族紛争班である。 
 
４．研究成果 
(1)海外訪問調査として、2014 年 6月 23～

24 日、韓国大田家庭法院、ソウル夫婦青少年
家族相談所、2015 年 3 月 24～27 日、米国ロ
ザンゼルス（メディエーター養成プログラム、
アジア人を対象としたメディエーション、カ
リフォルニア州副法務長官オフィス～ハー
グ子の奪取条約関係）、アリゾナ州ツーソン
（ファミリーセンター）、2016 年 2月 17 日～
20 日、ソウル（養育費履行管理院、ソウル家
庭法院義務的面談相談員、面接交渉センター
支援員ヒアリング）、2016 年 8月 30 日～9月
2 日、ソウル（家事専門弁護士、家事調停委
員、ソウル家裁裁判官・調査官ヒアリング）、
11 月 23～25 日、台湾（子どもの付添いや面
会交流支援を行っている民間団体、新北地方
法院家事庭）である。 
(2)公開のシンポジウム研究会として、

2014 年 11 月 16 日「協議離婚における当事者
支援システム」（韓国からソウル家庭法院・
宋賢鍾専門調査官を招聘）、2015 年 2月 28 日
「家事調停における合意解決の促進」（小田
耕治家事調停委員（元裁判官）による同席聴
取の試み等）、2015 年 7月 18 日「離婚紛争の
初期対応の現状と課題～親と子どもへの情
報提供と相談対応」（宋賢鍾専門調査官を招
聘）、2015 年 11 月 29 日「面会交流支援団体
フォーラム2015」（全国の17支援団体が報告）、
2016 年 2月 7日「一人ひとりのセクシュアリ
ティが大切にされる社会へ向けて～日本の
現状と課題」を開催し、3 年間の共同研究の
成果公表として、2017 年 2 月 11 日、国際シ
ンポジウム「家族紛争の合意解決と家事調停
の機能～韓国、台湾、日本の比較を通じて」
（韓国から林裁判官、宋調査官、台湾から林
教授、張裁判官を招聘）を開催した。 
(3)3 年間の成果公表として、５〔図書〕記

載の編著『子どもと離婚～合意解決と履行の
支援』、『面会交流支援の方法と課題～別居・
離婚後の親子へのサポートを目指して』を刊
行した。前者は共同研究のメンバーが主体と



なり、後者は(2)記載の 2015 年 11 月 29 日の
シンポジウムに協力いただいた各地の面会
交流支援団体の関係者が中心となったもの
である。 
関連して、親の離婚紛争の渦中にある子へ

の情報提供の重要性から、家裁調査官と協働
して、パンフレット『子どものためのハンド
ブック 親の別居・親の離婚』を、調停事件
で難事案となる国際結婚の離婚について、協
議離婚の問題点を外国人配偶者に認識して
もらう必要性から、とよなか国際交流協会に
協議離婚問題研究会を立ち上げ、パンフレッ
ト『離婚アラート』を作成した。両方ともウ
ェブ掲載、後者は動画配信も行っている。 
(4)家事調停で当事者による合意解決を促

進するためには、調停前の入口の段階で、離
婚が子に与える影響、子を含む法的な問題点
等の情報提供が不可欠である。ツーソンでは、
義務的親教育がファミリーセンターで実施
され、韓国では離婚案内（子女養育案内）と
して協議離婚をするすべての当事者に家庭
法院内での受講を義務づけている。日本でも、
調査官を中心に親プログラムが作成され、調
停前のガイダンスに取り組む家裁が増えて
きた。協議離婚においても、明石市のように
窓口でのパンフレット配布と相談対応が始
まっている。 
本研究は、家事紛争の初期対応として、こ

うした取組の意義と実情を紹介した。上記の
ような取組に多少とも影響を与えたものと
自負している。また親だけではなく、親の離
婚に直面する子が自己の意見を表明するた
めに、心理的、法的な情報を得る必要がある
ことから、(3)のハンドブックを作成した。
子を権利主体と位置づけ、子が自身で親の別
居・離婚を乗り越えるための 1つのツールと
なることを期待している。 
さらに調停成立後の出口の段階では、高葛

藤のため当事者で履行が難しい面会交流に
ついて、第三者機関のサポートが不可欠であ
る。こうした支援団体の取組の現状を紹介す
るとともに、シンポジウムを介して団体間の
緩やかなネットワークを築くことができた。
なお養育費分担の履行のために、韓国は養育
費履行管理院を立ち上げ、取立て代行をして
いる。出口のサポートがあって、初めて調停
や当事者の協議を通じた合意解決が可能に
なる。日本では養育費の履行支援が不十分で
ある。 
家事調停による合意解決を促進するため

には、自己完結的な調査官調査に頼るのでは
なく、社会福祉機関、民間の面会交流支援団
体、臨床心理士等専門家との連携が必要であ
る。韓国、台湾もこの点で、日本より積極的
に連携を進めている。 
以上のように日本の制度にはなお改善す

べき課題が多い。今後も、これまでの成果を
発展させる研究を継続していきたい。 
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